
約款 新旧対照表 

『OCX by BBIX サービス約款』 

※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更 

該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 

第４条 第４条（上位規約） 

１．(略) 

２．基本約款及び本約款と上位規約に矛盾又は抵触する規定がある場合、以下の各号記載の事項及び本約款

に特に定める場合を除いて、上位規約が優先して適用されるものとします。 

（１）契約の成立、更新及び終了 

（２）利用料金、支払方法、支払期限及び遅延損害金 

（３）SLA 

第４条（上位規約） 

１．(略) 

２．基本約款及び本約款と上位規約に矛盾又は抵触する規定がある場合、以下の各号記載の事項及び本約款

に特に定める場合を除いて、上位規約が優先して適用されるものとします。 

（１）契約の成立、更新、終了及びキャンセル 

（２）利用料金、支払方法、支払期限及び遅延損害金 

（３）SLA 

・新約款第５条の規定の追加に伴い、追記い

たします。 

新設 

（新設） 

第５条（申込みの撤回） 

１．利用者は、本サービスの申込み後、利用契約の成立までの間に、申込みを撤回することはできないもの

とします。 

・運用を明確に示すため、規定を追加いたし

ます。 

  （以下、条番号が繰り下がります）  

第６条 第６条（解約） 

１．(略) 

２．前項の規定にかかわらず、利用者が個別サービスのうち「Access Line powered by MDA サービス」を

利用する場合には、本サービスの契約開始日以後、毎月１日から２０日までに通知することにより翌月末日

をもって、又は、毎月２１日から末日までに通知することにより翌々月末日をもって、当該個別サービスの

利用契約を解約することができます。 

第７条（解約） 

１．(略) 

２．前項の規定にかかわらず、利用者が個別サービスのうち「Access Line powered by MDA サービス」を

利用する場合には、当該個別サービスの契約開始日以後、毎月１日から２０日までに通知することにより

翌月末日をもって、又は、毎月２１日から末日までに通知することにより翌々月末日をもって、当該個別

サービスの利用契約を解約することができます。 

３．第１項の規定にかかわらず、利用者が個別サービスのうち「OCX 光プライベート」を利用する場合に

は、当該個別サービスの契約開始以後、毎月１日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、

当該個別サービスの利用契約を解約することができます。 

・誤記を修正いたします。 

・新しくリリースする個別サービスについ

て、規定を追加いたします。 

第８条 第８条（料金の支払い） 

１．(略) 

２．(略) 

３．(略) 

４．利用者が第５条第２項記載の一定の行為を実施しない場合であっても、利用者による本サービスの申込

み日から９０日間が経過した時点で、本サービスの利用料金は発生するものとします。 

５．利用開始日の属する月及び利用契約が解除又は解約された日の属する月の利用料金はそれぞれ１ヶ月分

発生し、日割り計算はしないものとします。 

第９条（料金の支払い） 

１．(略) 

２．(略) 

３．(略) 

４．利用者が第６条第２項記載の一定の行為を実施しない場合であっても、利用者による本サービスの申込

み日から９０日間が経過した時点で、本サービスの利用料金は発生するものとします。 

５．利用開始日の属する月の利用料金は日割り計算するものとしますが、利用契約が解除又は解約された日

の属する月の利用料金は１ヶ月分発生し、日割り計算しないものとします。 

・運用を明確に示すため、修正いたします。 

附則 

第１条 

第１条（適用開始） 

１．この約款は、２０２４年１月１５日に制定され、同日より適用されます。 

第１条（適用開始） 

１．この約款は、２０２４年１月１５日から適用された OCX by BBIX サービス約款を変更したものであり、

基本約款における約款の変更の規定に基づき、２０２４年８月７日より適用されます。 

・本改定に伴う適用日の変更を行います。 

 

 


